
 

大空町障がい福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行細則（平成１８年大空町規則第１４９号。以下「法施行規

則」という。）第３条及び大空町地域生活支援事業実施要綱（平成１８年大

空町告示第１２０号。以下「要綱」という。）第３条に規定する支給決定基

準を超えて支給する基準を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、「障害支援区分」とは、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」

という。）第４条第４項に規定する区分をいう。 

２ この告示において、「訪問系サービス」とは、法第５条第２項に規定する

居宅介護を行う事業、同条第３項に規定する重度訪問介護を行う事業、同条

第４項に規定する同行援護を行う事業、同条第５項に規定する行動援護を行

う事業、同条第９項に規定する重度障害者等包括支援を行う事業、大空町地

域生活支援事業実施規則（平成１８年大空町規則第１５０号。以下、「事業

実施規則」という。）第２条第１項第７号に規定する生活サポート事業を行

う事業（以下、「生活サポート事業」という。）をいう。 

３ この告示において、「日中活動系サービス」とは、法第５条第７項に規定

する生活介護を行う事業、事業実施規則第２条第１項第５号に規定する地域

活動支援センターを行う事業（以下「地域活動支援センター」という。）、

同項第６号に規定する日中一時支援事業を行う事業（以下「日中一時支援事

業」という。）をいう。 

４ この告示において、「施設入所等」とは、法第５条第６項に規定する療養

介護を行う事業を行う事業及び同条第１０項に規定する施設入所支援を行う

事業をいう。 

５ この告示において、「短期入所」とは、法第５条第８項に規定する短期入

所を行う事業をいう。 

６ この告示において、「訓練系サービス」とは、法第５条第１２項に規定す



 

る自立訓練を行う事業をいう。 

７ この告示において、「就労系サービス」とは、法第５条第１３項に規定す

る就労移行支援を行う事業、同条第１４項に規定する就労継続支援を行う事

業、地域活動支援センターをいう。 

８ この告示において、「共同生活援助」とは、法第５条第１７条に規定する

共同生活援助を行う事業という。 

９ この告示において、「サービス等利用計画案」とは、法第５条第２２項に

規定する障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障

害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その

他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び

内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画をいい、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働

省令第１９号）第１２条の５の規定で定めるものを除く。 

１０ この告示において、「指定特定相談支援事業者」とは、法第５１条の１

７第１項第１号に規定する特定相談支援事業を行う者をいう。 

１１ この告示において、「支給決定基準」とは、法施行規則第２条及び要綱

第２条に規定する支給決定基準をいう。 

１２ この告示において、「施設入所等の利用待機者」とは、次の各号に掲げ

る全てを満たす者をいう。ただし、過去に申請者の都合により、施設入所等

や共同生活援助の利用しなかった者を除く。 

（１） 障害支援区分４（５０歳以上の者にあっては区分３）以上の者 

（２） 施設入所等を提供する事業所に利用の申込みを行ったが、施設に空

きが無く、施設入所等のサービスを利用できない者 

１３ この告示において、「同居する家族全員が労働や病気等」とは、申請者

を除く同居する家族全員が、次の各号のいずれかに該当するときをいう。 

（１） 大空町保育の必要性の認定に関する規則（令和３年大空町規則第１

３号）第３条第１項第１号から第１０号までの規定のいずれかを満たす者 

（２） 満１８歳未満の者 

（３） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する要介護認定を受

けた者又は要支援認定を受けた者 



 

１４ この告示において、「介助者の都合による転入者」とは、次の各号のい

ずれかに該当する者をいう。ただし、単身者は除く。 

（１） 介助者の転勤により、大空町に転入した者。ただし、勤務先が大空

町内にある者に限る。 

（２） 介助者の疫病や障害等により、大空町内に在住する介助者等の３親

等以内の親族と同居するために、大空町内に転入した者 

（３） 大空町内に在住する介助者の３親等内の親族の介護のために、大空

町に転入し同居した者 

（支給決定基準を超えた支給の申請） 

第３条 法施行規則第４条及び事業実施規則第５条に規定する利用の申請（以

下、「利用申請」という。）に当たり、支給決定基準を超える申請をする者

は、支給決定基準を超える理由書（様式第１号）（以下、「理由書」という。）

を提出しなければならない。 

２ 前項の規定により、理由書を提出する者のうち、支給決定基準を超える事

業が次のいずれかに該当する場合は、指定特定相談支援事業所が作成するサ

ービス等利用計画案と利用申請が一致してなければならない。 

（１） 訪問系サービス（生活サポート事業を除く） 

（２） 日中活動系サービス（日中一時支援事業及び地域活動支援センター

を除く） 

（３） 訓練系サービス 

（４） 就労系サービス（地域活動支援センターを除く） 

（５） 短期入所（恒常的に利用する場合に限る） 

（支給決定等） 

第４条 町長は、次のいずれかに該当するとき、訪問系サービスの支給決定基

準を超えて支給することができる。 

（１） 施設入所等の利用待機者で、他のサービスを活用することができな

いとき。ただし、現に共同生活援助を利用している者に、支給決定基準に

１００分の１１０を乗じて得た単位数又は支給決定基準に５０００単位を

加えた単位数のどちらか少ない単位数を超えて支給することはできない。 

（２） 同居する介護者が病気等による入院等の緊急的な理由のため、やむ



 

を得ない状態が続いている期間に限り、支給決定基準を超えるサービスを

受ける必要があると認めるとき。ただし、支給決定基準に１００分の１１

０を乗じて得た単位数又は支給決定基準に５０００単位を加えた単位数の

どちらか少ない単位数を超えて支給することはできない。 

（３） 介助者の都合による転入により、急な対応ができない場合は、前住

所地での支給状況を鑑み、支給決定基準を超えるサービスを受ける必要が

あると認めるとき。ただし、支給決定基準を超えて支給することができる

期間は、大空町に転入した日から１年間とし、支給決定基準に１００分の

１１０を乗じて得た単位数又は支給決定基準に５０００単位を加えた単位

数のどちらか少ない単位数を超えて支給することはできない。 

第５条 町長は、次のいずれかに該当するとき、日中活動系サービスの支給決

定基準を超えて支給することができる。 

（１） 施設入所等の利用待機者 

（２） 他のサービスを活用しても、なお、生活の維持のために、支給決定

基準を超えるサービスを受ける必要があると認めるとき。ただし、支給決

定基準に５日を超えて支給することはできない。 

第６条 町長は、次のいずれかに該当するとき、短期入所の支給決定基準を超

えて支給することができる。ただし、支給決定基準の２倍を超えて支給する

ことはできない。 

（１） 施設入所等の利用待機者 

（２） 同居する家族全員が労働や病気等であるとき。 

（３） 同居する家族がいない者 

（４） 共同生活援助や施設入所の利用前に、円滑な利用のために、短期入

所を利用しようするとき。 

第７条 町長は、施設入所等の利用待機者が、支給決定基準を超えて訓練系サ

ービスを受ける必要があるときは、訓練系サービスの支給決定基準を超えて、

支給することができる。 

第８条 町長は、就労系サービスを利用している者が、時期により、繁閑があ

り、繁忙時期に集中して、サービスを受ける必要があると認めるときは、就

労系サービスの支給決定基準を超えて、支給することができる。ただし、３



 

か月を超えて支給決定基準を超えて支給することができず、支給決定基準の

日数に５日を加えた日数を超えて、支給することができない。 

第９条 町長は、第４条から前条までの規定にかかわらず、障害者及び介護者

の特別な事情により、町長が特に必要と認めるときは、支給決定基準を超え

て、適切な支給量を決定することができる。ただし、支給決定基準の１００

分の１５０を超えて支給することはできない。 

（その他） 

第１０条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年７月２９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の規定は、令和６年７月２９日以降に適用が開始される支給決定

基準を超えた支給について適用し、同日前に適用開始となった支給決定基準

を超えた支給については、なお従前の例による。 



 

様式第1号(第3条関係) 

 

支給決定基準を超える理由書 

 

対  

象  

者  

受給者番号  

（更新のみ）  
          

ふりがな   

氏  名   

生年月日       年    月   日  

障害種別  

身体（    級）・知的（療育手帳    ）・精

神（    級）  

自立支援医療  難病（       ）  

支給決定基準を超え

て利用を希望するサ

ービスの種類及び必

要量  

 

本人の心身の状況   

家族・介護者の状況  

（就労の状況など）  
 

支給決定基準を超過

する必要がある特段

の事情  

 

その他特記事項  

（事業所の意見など） 
 

上記のとおり、理由書を提出します。 

また、上記記載内容について大空町が関係機関に照会及び確認を行うことに

ついて同意します。              

年  月  日   申請者氏名           ㊞ 


